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【手続補正書】
【提出日】平成28年4月20日(2016.4.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　摺動材料を製造する方法であって、
　　ラジカル捕捉剤と高分子材料とを含有する基材を成形する工程と、
　　前記基材の表面の少なくとも一部を、洗浄液により洗浄する工程と、
　　洗浄後の前記表面の少なくとも一部に、ホスホリルコリン基を有する高分子鎖をグラ
フト結合により固定することにより、前記表面の少なくとも一部に高分子膜を形成する工
程と、を含む摺動部材の製造方法。
【請求項２】
　前記洗浄液が、界面活性剤を含有する水溶液であることを特徴とする請求項１に記載の
製造方法。
【請求項３】
　前記界面活性剤が、非イオン性界面活性剤であることを特徴とする請求項２に記載の製
造方法。
【請求項４】
　前記洗浄工程において、前記表面の少なくとも一部は、４０℃～８０℃で６時間以上洗
浄されることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項５】
　前記洗浄工程において、前記表面の少なくとも一部は、７０℃～８０℃で１２時間以上
洗浄されることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項６】
　前記ラジカル捕捉剤が、フェノール性水酸基又はトコトリエノール基を有することを特
徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項７】
　前記ラジカル捕捉剤が、ビタミンＥまたはヒンダードアミン系化合物であることを特徴
とする請求項６に記載の製造方法。
【請求項８】
　前記製造方法が、前記基材を成形する工程の前に、前記ラジカル捕捉剤と高分子材料と
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を含有する基材用材料を調製する工程をさらに含み、
　前記基材用材料を調製する工程が、前記高分子材料の粉末と前記ラジカル捕捉剤とを混
合する過程と、得られた混合粉末を圧縮成型して前記ラジカル捕捉剤と高分子材料とを含
有する前記基材用材料を得る過程と、を含むことを特徴とする請求項１～７のいずれか１
項に記載の製造方法。
【請求項９】
　前記高分子膜を形成する工程は、前記表面の少なくとも一部に、前記ホスホリルコリン
基を有する重合性モノマーを接触させた状態で強度０．５ｍＷ／ｃｍ２以上の紫外線を照
射することを含む請求項１～８のいずれか１項に記載の摺動部材の製造方法。
【請求項１０】
　前記紫外線の強度が１．０ｍＷ／ｃｍ２～１３ｍＷ／ｃｍ２であることを特徴とする請
求項９に記載の製造方法。
【請求項１１】
　照射した前記紫外線の総エネルギーが６０００ｍＪ／ｃｍ２～７００００ｍＪ／ｃｍ２

であることを特徴とする請求項９又は１０に記載の製造方法。
【請求項１２】
　前記紫外線の照射時間が０．５時間～２４時間である請求項９～１１のいずれか１項に
記載の製造方法。
【請求項１３】
　前記高分子膜を形成する工程は、前記ホスホリルコリン基を有する重合性モノマーを含
有する水溶液に前記基材の前記表面の少なくとも一部を浸漬させた状態で紫外線を照射す
ることを含み、
　前記水溶液中の重合性モノマーの濃度が、０．１５ｍｏｌ／Ｌ～１．０ｍｏｌ／Ｌであ
る請求項１～１２のいずれか１項に記載の摺動部材の製造方法。
【請求項１４】
　前記水溶液中の重合性モノマーの濃度が０．２７ｍｏｌ／Ｌ～１．０ｍｏｌ／Ｌである
請求項１３に記載の摺動部材の製造方法。
【請求項１５】
　前記高分子膜を形成する工程が、前記紫外線の照射より前に、前記表面の少なくとも一
部に光重合開始剤を塗布することをさらに含み、
　前記光重合開始剤が前記紫外線の照射により励起されることを特徴とする請求項９～１
４のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項１６】
　前記高分子材料が、分子量３×１０６ｇ／ｍｏｌ以上の超高分子量ポリエチレンである
ことを特徴とする請求項１～１５のいずれか１項に記載の摺動部材の製造方法。
【請求項１７】
　前記洗浄する工程の前に、前記高分子材料を架橋させる工程をさらに含むことを特徴と
する請求項１６に記載の摺動部材の製造方法。
【請求項１８】
　請求項１～１７のいずれか１項に記載の製造方法によって製造された摺動部材。
【請求項１９】
　ラジカル捕捉剤と高分子材料とを含有する基材と、該基材の表面の少なくとも一部を被
覆した高分子膜とを含む摺動部材であって、
　前記高分子膜は、表面の少なくとも一部にグラフト結合されたホスホリルコリン基含有
高分子鎖により構成されており、
　前記高分子膜の水に対する接触角が４０°以下であることを特徴とする摺動部材。
【請求項２０】
　前記高分子膜のＸ線光電子分光分析から得られたリン原子濃度が、３．５ａｔｏｍ％以
上であり、窒素原子濃度が、３．５ａｔｏｍ％以上であることを特徴とする請求項１８又
は１９に記載の摺動部材。
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